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新型コロナウィルス感染症への対策・対応の確認   

 

謹啓 日頃は愛知連盟内のスカウト運動発展のために、ご尽力いただき誠にありがとう

ございます。 

また、昨今の新型コロナウィルス感染症の防止対策については、一方ならぬご尽力をいた

だき、感謝に堪えません。 

オミクロン株の新規感染者数が激増しております。今一度対策・対応を確認していただき

たく、連絡いたします。                        敬具 

 

記 

 

１ 緊急事態宣言下でない限り、対面活動の「中止」「禁止」ではありませんが、地域の状

況を鑑み判断してください。 

・スカウトの周辺環境（学校など）の対応をよく把握し、準じた対応をしてください。 

・保護者など同居されている方々の勤務先、体調、年齢などによって、家庭内の生活習

慣を厳しく律している場合、当然にそちらを優先するようご指導ください。 

 

２ 県連盟主催事業については、その参加対象者、実施方法などによって、中止または延期

する場合があります。そのことでスカウトに発生する不利益が最小限になるように努めて

いきます。地区、団、隊においてもそのようにご対応ください。 

・スカウト対象事業の中止、延期による進歩の遅れが懸念される場合、速やかにご相談

ください。その場合は、当該スカウトの現在の進歩状況、進歩計画を詳細に把握してお

いてください。 

・指導者訓練について、幼年児の対応を準備し、保護者の参加を促すことがありますが、

今回の感染状況報道によると予防接種を行っていない子供たちの感染が多いようです。

無理な対応をせず、「中止」、「参加者を限定する」、などをご検討ください。 

 



・研修未修了の方々の指導者への登用については、できる限り速やかに修了していただ

くことを条件に、地区コミッショナーと団委員長のご判断（責任)で行えるものとしま

す。 

  ・リモート、個別対応、人数の制限、場所の検討を最大限活用・実施し、有用な活動を

目指してください。 

 

３ 基準は、今まで通りです。 

・緊急事態宣言時には対面活動を禁止致します。 

・緊急事態宣言以外の場合も情報を集め、きちんと判断し、感染防止対策を徹底し、リ

モート等を有効活用してスカウト活動の継続をお願いします。 

 

４ なお、以上の趣旨について、各団にもご連絡願います。 

以上 

 

大変な時期で、ご多用のことと思いますが、何卒宜しくお願い致します。 


